
第１期しべつし障がい福祉プラン

令和６（2024）年度～令和 11（2029）年度

令和６（２０２４）年３月



第１期しべつし障がい福祉プランの策定

にあたって

士別市では、「第４期士別市障がい者福祉基本計画」及び「第６期士別市障がい者福祉実

行計画」にもとづき、障がい福祉施策を計画的に推進してまいりました。

この間、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」や「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律」の改正など、障がい者を取り巻く環境は変化し

ており、地域生活の支援体制の充実や多様な就労ニーズに対する支援及び障がい者雇用の

質の向上の推進などが求められています。

こうしたなか、障害者基本法にもとづく「障害者計画」と障害者総合支援法及び児童福

祉法にもとづく「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体化した「第１期しべつし障が

い福祉プラン（以下「計画」という。）」を策定しました。

本計画では、令和11（2029）年度までの６年間を計画期間として、７つの基本理念と８

つの成果目標を定めており、これにもとづき福祉人材の確保・定着に向けた支援制度の創

設や手話言語条例（仮称）の制定、意思疎通支援の確保とその支援者の養成など、障がい

福祉施策に取り組みます。

結びに、本計画の策定にあたりご尽力を賜りました「士別市自立支援協議会」の皆様を

はじめ、アンケート調査にご協力いただいた多くの市民の皆様に心から感謝申し上げます。

令和６年（2024）年３月

士別市長 渡辺 英次
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第１章 計画の基本的事項

１ 計画の趣旨及び目的

士別市では、「第４期障がい者福祉基本計画（以下「第４期基本計画」という。）」及び「第

６期障がい者福祉実行計画（以下「第６期実行計画」という。）」を策定し、障がい福祉施

策を計画的に推進しています。

こうした中、令和３年５月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改

正法が成立するなど、障がい者を取り巻く環境は変化しています。また、令和４年12月に

は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支

援法」という。）」が改正され、障がい者等の希望する生活を実現するため、障がい者等の

地域生活の支援体制の充実や障がい者の多様な就労ニーズに対する支援及び障がい者雇用

の質の向上の推進などが求められます。

市は、障害者基本法にもとづく「障害者計画」と障害者総合支援法及び児童福祉法にも

とづく「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体化した「第１期しべつし障がい福祉プ

ラン（以下「計画」という。）」を策定し、障がい福祉施策を計画的に推進します。

２ 計画の法的根拠と位置づけ

本計画は、障害者基本法第11条第２項及び第３項にもとづく障害者計画と障害者総合支

援法第88条にもとづく障害福祉計画、児童福祉法第33条の20第１項及び第33条の22第１項

にもとづく障害児福祉計画を一体化した計画で、令和５年５月に告示された第７期障害福

祉計画及び第３期障害児福祉計画に係る基本指針に即して策定しています。

３ 計画の期間

本計画は、令和６（2024）年度から令和11（2029）年度までの６年計画で、３年毎に見直

します。

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

令和５年度

（2023）

令和６年度

（2024）

令和７年度

（2025）

令和８年度

（2026）

令和９年度

（2027）

令和 10年度

（2028）

令和 11 年度

（2029）

士別市まちづくり総合計画 次期総合計画

第４期士別市地域福祉計画 次期地域福祉計画

第４期士別市障がい者福祉基本計画

第１期しべつし障がい福祉プラン
第６期士別市障がい者福祉実行計画
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第２章 障がいのある方及びサービス提供体制の現状

１ 障がいのある方の現状

◇身体障害者手帳

◇手帳所持者数

（各年度末）

年度
平成 30 年度

（2018）

令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

手帳所持者数 1,062 人 1,055 人 1,040 人 1,005 人 1,014 人

視覚 50 人 48 人 55人 56人 58 人

聴覚・平衡機能 137 人 141 人 135 人 122 人 122 人

音声・言語・咀嚼 18 人 20 人 20 人 19 人 18 人

肢体不自由 609 人 604 人 589 人 569 人 570 人

内部 248 人 242 人 241人 239人 246 人

（資料）福祉課

（各年度末）

年度
平成 30 年度

（2018）

令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

人口 18,788 人 18,375 人 17,967 人 17,505 人 17,133 人

身体障害者手帳 1,062 人 1,055 人 1,040 人 1,005 人 1,014 人

療育手帳 184 人 190 人 193 人 204 人 226 人

精神障害者保

健福祉手帳
124 人 120 人 121 人 124 人 129 人

合計 1,370 人 1,365 人 1,354 人 1,333 人 1,369 人

（資料）人口：士別市住民基本台帳人口及び世帯数 手帳所持者数：福祉課
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◇発達障がい

発達障がいとは、発達障害者支援法により、「自閉症、アスペルガー症候群その他の

広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であ

ってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義さ

れ、平成22年の改正で障害者自立支援法の対象として明確に規定されました。さらに、

平成23年８月には障害者基本法が改正され、「障害者」の定義において「精神障害（発

達障害を含む。）」と規定されました。

発達障がいは、診断が難しく、発達障がいのある人の正確な人数は把握できていない

のが現状です。

◇高次脳機能障がい

高次脳機能障がいとは、一般に、外傷性脳損傷、脳血管障がい等により脳に損傷を受

け、その後遺症などとして生じた記憶障がい、注意障がい、社会的行動障がい、失語な

どの認知障がいなどをさすのものとされており、「器質性精神障害」として精神障害者

保健福祉手帳や自立支援医療（精神通院医療）の申請対象とされています。また、手帳

の有無にかかわらず、障害者総合支援法にもとづくサービスの給付対象になることが

可能です。

高次脳機能障がいは、外見上は障がいが目立たないことから「見えにくい障がい」と

いわれ、障がいに関する十分な理解が得られていない実態があり、高次脳機能障がいの

ある人の正確な人数を把握できていないのが現状です。

◇難病等

難病とは、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）やパーキンソン病などの治療法が確立して

いない病気やその他の特殊な病気です。平成25年４月の障害者総合支援法の施行によ

り「障害者」の定義にも、難病等（治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病

であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者）

と明記され、難病等である人も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。

対象となる疾病については、令和元年７月に361疾病に拡大されています。

（各年度末）

年度
平成 30 年度

（2018）

令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

難病医療費助成対

象者数
203 人 193 人 211 人 227 人 222 人

（資料）平成 30 年度、令和元年度：第６期士別市障がい者福祉実行計画

令和２年度から令和４年度：名寄保健所
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２ サービス提供体制の現状

◇障害者自立支援給付費等の推移

障がい者や障がい児への障害福祉サービス、通所支援等の給付費は、微増傾向にあり

ます。※図１

障害福祉サービスの訪問系と日中活動系では、「生活介護」と「就労継続支援（Ｂ型）」

は、ほぼ横ばいで推移しています。就労継続支援（Ａ型）は、増加傾向にありますが、

居宅介護は、減少傾向にあります。※図２

居住系は、「施設入所支援」、「共同生活援助」ともに増加傾向にあります。※図３

通所支援等の児童発達支援と放課後等デイサービスは、ともに増加傾向にあります。

※図４

（図１）

（資料）福祉課

（図２）

（資料）福祉課
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（図３）

（資料）福祉課

（図４）

（資料）福祉課

76,394

80,625

82,590
89,267 88,361

71,852
77,846 81,192

87,211

90,867

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

単位：千円

施設入所支援 共同生活援助                          

12,647

16,791
20,022 21,223

15,669

3,324 2,383

14,961 13,987
17,347

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

単位：千円

児童発達支援 放課後等デイサービス



- 6 -

◇サービス提供体制

分類 サービス種類 事業所名 定員

訪問系 居宅介護
士別市社協 ヘルパーステーション

－
訪問介護事業所 はなことば

日中活動系

生活介護

つくも園 50

ワークセンターきずな 25

るんべる ６

かどの福笑来 ３

短期入所

つくも園 ３

体験ハウス ゆう １

士別コスモス苑 要相談

就労継続支援（Ａ型） 就労支援Ａ型事業所 ノースリーフ 20

就労継続支援（Ｂ型）
ワークセンターきずな 10

るんべる 34

居住系

施設入所支援 つくも園 40

共同生活援助

体験ハウス 西棟 ６

体験ハウス こぶし ５

体験ハウス ゆかり ５

体験ハウス 絆 ５

体験ハウス まどか ５

体験ハウス ひまわり ５

体験ハウス ゆう ９

るんべるのいえ ７

相談支援

計画相談支援
相談支援センター ほっと －

相談支援事業所 るんべる －

障害児相談支援
相談支援センター ほっと －

士別市児童相談支援センター 虹 －

地域移行支援 相談支援センター ほっと －

地域定着支援 相談支援センター ほっと －
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３ 障がい福祉に関するアンケート調査結果の検証等

計画の策定にあたり、市民の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識、意向などを

把握するため、障がい福祉に関するアンケート調査（以下「アンケート」という。）を実施

しました。

３－１ 調査の対象

アンケートは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの市民 800 人

を対象に実施し回答率は 50.5％です。

３－２ 調査期間等

分類 サービス種類 事業所名 定員

障がい児通所系

児童発達支援 こども通園センター のぞみ園 10

放課後等デイサービス
放課後等デイサービスセンター 青空 10

放課後等デイサービス もあ 10

保育所等訪問支援
こども通園センター のぞみ園 －

放課後等デイサービスセンター 青空 －

その他

士別地域活動支援センター ふれあい交流館 とも －

士別市障がい者基幹相談支援

センター
ふれあい交流館 とも －

日中一時支援 ワークセンターきずな －

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者福祉手帳 配布数

600 80 120 800

配布数 回答数 回答率

800 404 50.5％

調査期間 令和５年９月７日～９月 30 日

調査方法 郵送による配布・回収（無記名回答）
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３－３ アンケートの調査結果の検証等

◇年齢・ご家族などについて

「お金の管理」以外は、「支援は不要」の割合が80％を超えており、概ね自立した生

活が営まれていると推測します。

一方、「お金の管理」は、「一部又は全部の支援が必要」の割合が約27％で「成年後見

制度」や「日常生活自立支援事業」などの周知をはじめ、利用促進にむけた取組が必要

と考えます。※図５

支援者の割合は、「父母や配偶者などの家族やホームヘルパーや施設の職員」が約

40％を占めています。※図６

（図５）

（図６）
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◇障がいの状況について

身体障害者手帳の所持者は、「４級」が21.9％、次に「１級」が21.1％です。

※図７

障がいは、「肢体不自由（下肢）」が39.6％、次に「内部障がい」が23.3％です。

※図８

（図７）

（図８）
ず

医療的ケアを受けている方は、28.8％で「服薬管理」がもっとも多く35.5％です。

※図９

（図９）
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内部障がい

1.9%

0.9%

3.7%
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2.8%

2.8%

0.9%

14.0%

5.6%

14.0%

35.5%

16.8%
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ストマ
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その他
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◇住まいや暮らしについて

住まいは、「一般の住宅」が90％を超えており、暮らしは、「配偶者や子ども、父母な

どの家族と暮らしている」が71.7％、次に「一人で暮らしている」が16.7％で、ほぼ、

同数が今後も現在と同じ暮らしを望んでいます。※図10

（図10）

地域で生活するために必要とする支援は、「経済的な負担の軽減」が21.9％ともっと

も多く、次に「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が19.3％です。※図11

「経済的な負担の軽減」は、近年の物価高や燃料高騰など経済的な負担が増えたこと

が影響していると推測します。

「必要な在宅サービスが適切に利用できること」は、事業所の縮小や廃止などが影響

していると推測します。将来を見据えた福祉人材の確保・定着が求められます。

（図11）

16.7% 58.2% 16.7% 7.1%

1.3%
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一人で暮らしている
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福祉施設やグループホームで暮らしている

その他

18.0%

10.6%

19.3%

4.9%

21.9%

13.2%

8.5%

2.0%

1.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

在宅で医療的ケアなどが適切に受けられること

障がい者に適した住居の確保

必要な在宅サービスが適切に利用できること

生活訓練等の充実

経済的な負担の軽減

相談対応等の充実

地域住民等の理解

手話通訳や要約筆記などの意思疎通の支援

その他
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◇日中の活動や就労について

１週間の外出は、「毎日外出する」、「数回外出する」が83％で、外出の同伴者等は、

「一人」が50.7％ともっとも多く、次に「配偶者」が28.6％です。※図12、13

外出の目的は、「買い物」が28.7％でもっとも多く、次に「病院」が23.9％です。

※図14

（図12）

（図13）

（図14）
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0.3%
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その他
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外出の困りごとは、「公共交通機関がない、または少ない、利用できない」が15％と

もっとも多く、次に「道路や駅の階段の段差」が9.1％です。※図15

（図15）

平日の日中の過ごし方は、「自宅」が43.9％で「仕事」は、25.2％です。「仕事」の雇

用形態は、「正職員」が35.8％で「非常勤職員、派遣職員」が32.1％です。

※図16、17

（図16）

（図17）
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1.3%
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2.3%
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周囲の目が気になる

発作など突然の身体の変化が心配

困ったときにどうすればよいのか心配

その他
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入所している施設や病院で過ごしている

その他

35.8%

4.9%

32.1% 25.9%

1.2%
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正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない

正職員で短時間勤務などの障がい者配慮がある

パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員

自営業、農林水産業など

その他
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障がい者の就労に必要な支援は、「職場の上司や同僚の理解」が16.5％で、次に「職

場の配慮」が13.9％です。※図18

障がい者の就労促進は、障がい者の能力や特性に応じて障がいのない方と同じよう

に働けるよう配慮が必要です。士別市自立支援協議会や企業、関係機関等と連携した就

労支援体制の充実が必要です。

（図18）

◇障がい福祉サービス等の利用について

第５章の障がい福祉サービス等の見込量は、このアンケート結果を踏まえて設定し

ます。市内で提供可能な主なサービス等を記載しています。

13.0%

7.4%

12.8%

8.4%

13.9%

16.5%

6.8%

8.2%

4.3%

7.9%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

通勤手段の確保

勤務場所のバリアフリーなどの配慮

短時間勤務や勤務日数などの配慮

在宅勤務の拡充

職場の仕事内容における配慮

職場の上司や同僚に障がいの理解がある

職場の介助や援護等が受けられる

就労後のフォローなど障がい者と職場をつなぐ支援機関の整備

企業ニーズに合った就労訓練

仕事についての職場外での相談対応、支援

その他

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

居宅介護（ホームヘ

ルプ）

ｎ＝224 ｎ＝184

5.8％ 94.2％ 5.4％ 3.3％ 0％ 91.3％

短期入所
ｎ＝211 ｎ＝166

2.4％ 97.6％ 2.4％ 1.2％ 0％ 96.4％

生活介護
ｎ＝212 ｎ＝168

6.1％ 93.9％ 1.2％ 3.6％ 0％ 95.2％

就労継続支援（Ａ型、

Ｂ型)

ｎ＝204 ｎ＝158

9.8％ 90.2％ 2.5％ 5.1％ 0％ 92.4％
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障がい福祉サービスについての不満は、「サービス内容に関する情報が少ない」が

49.1％でもっとも多く、次に「身近なところでサービスを利用できない」、「相談や手続

きに時間がかかる」が29.6％です。※図19

サービスの充足は、「足りている」が19.6％で、「足りていない」が17.6％です。「足

りない」と思うことは、「通いやすい場所に事業所がない」が22.2％で、「自分に合う事

業所が選べない」が16.2％です。※図20

サービスの種類
現在の利用 利用希望あり

利用希望

がない
利用している

利用していな

い

１年以内を希

望

３年以内を希

望
将来的に希望

施設入所支援
ｎ＝215 ｎ＝188

5.6％ 94.4％ 2.7％ 1.6％ 16.5％ 79.3％

共同生活援助（グル

ープホーム）

ｎ＝201 ｎ＝169

5.5％ 94.5％ 1.8％ 0.6％ 12.4％ 85.2％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

計画相談支援
ｎ＝204 ｎ＝154

12.7％ 87.3％ 1.9％ 7.1％ 0.6％ 90.3％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

児童発達支援
ｎ＝11 ｎ＝８

0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％

放課後等デイサービ

ス

ｎ＝11 ｎ＝８

45.5％ 54.5％ 0％ 55.6％ 0％ 44.4％

保育所等訪問支援
ｎ＝11 ｎ＝７

0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％

障害児相談支援
ｎ＝11 ｎ＝10

45.5％ 54.5％ 0％ 40.0％ 10.0％ 50.0％
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国や北海道の制度やサービス以外に必要な支援は、「身近な相談サービス」が24.3％

で、「送迎サービス」が22.7％です。※図21

障がい福祉に関する情報提供や地域生活支援事業等を活用したサービスの充実が必

要です。また、将来にわたって安定的に障がい福祉サービス等を提供できる体制整備が

求められます。

（図19）

（図20）

（図21）
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14.1%
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2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
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その他
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買い物などの外出に付き添ってくれるサービス

その他
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◇相談相手について

相談相手は、「家族や親せき」が41.9％でもっとも多く、次に「友人・知人」が18.2％

です。※図22

（図22）

◇権利擁護について

障がいがあることでの差別や嫌な思いは、「ある又は少しある」が33.4％です。差別

や嫌な思いをした場所は、「外出先」が25.3％で、「学校・職場」が23.6％です。

◇災害時の避難等について

災害時の一人での避難は、「できる」が46.1％で、「できない」が30％です。災害時の

困りごとは、「避難場所の設備や生活環境が不安」が22.1％で、「投薬や治療が受けられ

ない」が21.6％です。※図23

（図23）

41.9%

18.2%

4.3%

3.7%

5.8%

3.0%

0.6%

9.0%

4.7%

0.9%

0.9%

2.1%

4.6%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

家族や親せき

友人・知人

近所の人

職場の上司や同僚

施設の指導員など

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

障がい者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のソーシャルワーカーや介護保険の介護支援専門員

民生委員・児童委員

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

相談支援事業所などの民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

その他
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第３章 計画推進のための基本的事項と具体的な取り組み

１ 基本理念

市は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念、国の基本指針を踏まえ、本計画の基

本理念を次のとおり定めます。

２ 具体的な取り組み

◇障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

◇障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施

障がい者等が必要とする障がい福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と

社会参加の実現を図っていくことを基本とした障がい福祉サービスや障がい児通所支

援等の提供体制の確保に努めます。

◇ 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

◇ 障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

◇ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続支援

◇ 地域共生社会の実現

◇ 障がい児の健やかな育成のための発達支援

◇ 障がい福祉人材の確保・定着

◇ 障がい者の社会参加を支える取り組みの定着

【主な取り組み】

〇児童相談支援センター「虹」や相談支援センター「ほっと」の相談支援体制の確保

〇福祉人材の確保・定着に向けた支援制度の創設

〇障害福祉サービス事業者等との意見交換会の実施
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◇入所等から地域生活への移行、地域生活の継続支援

◇地域共生社会の実現

障がい者等の地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対す

る支援等を進めるため、入所等からの地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労

支援等に対応した相談、支援体制の充実に努めます。

◇障がい児の健やかな育成のための発達支援

障がい種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障がい児通所支援等の

確保と、障がい児のライフステージに沿った、切れ目の無い支援体制の充実に努めま

す。

◇障がい福祉人材の確保・定着

将来にわたって安定的に障がい福祉サービス等を提供するため、福祉人材の確保・定

着に努めます。

【主な取り組み】

〇士別地域基幹相談支援センターや士別地域活動支援センターの支援体制の確保

〇士別市自立支援協議会と連携した就労支援体制の充実

〇入所等から地域生活への移行状況の把握

【主な取り組み】

〇児童相談支援センター「虹」や相談支援センター「ほっと」の相談支援体制の確保

〇こども通園センター「のぞみ園」や放課後等デイサービスセンター「青空」の児童発

達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の充実

〇保育所や幼稚園、保健福祉センター、子育て支援センター「ゆら」、小学校、中学校、

高校等と連携した支援体制の充実

【主な取り組み】

〇福祉人材の確保・定着に向けた支援制度の創設

〇職員の負担軽減に向けたＩＣＴ・ロボット導入等の調査・研究
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◇障がい者の社会参加を支える取り組みの定着

障がい者の地域における社会参加等を促進するため、ニーズに即した生活支援の充

実や障がい特性に配慮した意思疎通支援の確保とその支援者の養成に努めます。

【主な取り組み】

〇手話言語条例（仮称）の制定

〇意思疎通支援者等の養成と技術向上に向けた支援制度の拡大

〇地域生活支援事業の充実
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第４章 成果目標

国の基本指針等にもとづき令和８年度と11年度末の成果目標を次のとおり定めます。

◇施設入所者の地域生活への移行（上段：８年度 下段：11年度）

◇精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

◇地域生活支援の充実（８年度、11年度ともに同じ）

◇福祉施設から一般就労への移行等（上段：８年度 下段：11年度）

項目 数値 備考

地域移行者数

１人 令和４年度末現在の施設入所者数 55 人の 2.5％

５人 令和４年度末現在の施設入所者数 55 人の 8.5％

施設入所者数

２人 令和４年度末現在の施設入所者数 55 人の 3.7％削減

５人 令和４年度末現在の施設入所者数 55 人の 8.7％削減

※算定に利用した比率（％）は、「第１期ほっかいどう障がい福祉プラン」（以下「ほっかいどうプラン」

という。）の成果目標に準拠

保健所や医療機関、基幹相談支援センター等と連携し、精神障がい者の地域移行や定

着に向けた支援体制を構築します。

項目 数値 備考

地域生活支援拠点等の

整備
１箇所 令和５年度末現在の地域生活支援拠点等１箇所

項目 数値 備考

就労継続支援Ａ型事業

所の一般就労への移行

１人
令和３年度の就労継続支援Ａ型事業所から一般就労への移行実績

１人の 1.29 倍

１人 ８年度成果目標１人の 1.29 倍

就労継続支援Ｂ型事業

所の一般就労への移行

１人
令和３年度の就労継続支援Ｂ型事業所から一般就労への移行実績

１人の 1.28 倍

１人 ８年度成果目標１人の 1.28 倍

※算定に利用した倍率は、ほっかいどうプランの成果目標に準拠
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◇障がい児支援の提供体制の整備等（８年度、11年度ともに同じ）

◇相談支援体制の充実・強化等（８年度、11年度ともに同じ）

◇障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

◇意思疎通支援者等の養成（上段：８年度 下段：11年度）※士別市独自の成果目標

項目 数値 備考

児童発達支援事業所 １箇所 令和５年度末現在の児童発達支援事業所１箇所

放課後等デイサービス １箇所 令和５年度末現在の放課後等デイサービス１箇所

項目 数値 備考

基幹相談支援センター １箇所 令和５年度末現在の基幹相談支援センター１箇所

障害福祉サービス事業者等との協議のもと、福祉人材の確保・定着に向けた支援制度

の創設や職員の負担軽減に向けたＩＣＴ・ロボット導入等の調査・研究に取り組みま

す。

項目 数値 備考

手話通訳登録者

６人

令和５年度末現在の手話通訳登録者５人

７人
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第５章 障がい福祉サービス等の見込量

令和６年度から令和11年度までの障がい福祉サービス等の見込量を次のとおり設定し

ます。

１ 障がい福祉サービス等の見込量

１－１ 訪問系サービス

◇居宅介護（ホームヘルプ）

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行うサービスで、令和３年度末、４年度末、

５年６月（以下「３年間」という。）の平均利用人数は18人です。

今後も同程度の利用とアンケート結果での「利用を増やす予定」5.4％（約１人）の

増が見込まれるため、19人（市内18人、市外１人）の見込量とします。

１－２ 日中系サービス

◇療養介護

医療が必要な方で、常に介護を必要とする方に、主に昼間に病院等において機能訓練、

療養上の管理、看護などを提供するサービスで、３年間の平均利用人数は11人です。今

後も同程度の利用が見込まれるため、市外11人の見込量とします。

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

居宅介護
時間分/月 - 285 285 285 285 285 285

人分/月 18 19 19 19 19 19 19

実績：令和５年６月の利用人数 時間分/月：利用人数×15 時間/月

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

療養介護 人分/日 11 11 11 11 11 11 11

実績：令和５年６月の利用人数
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◇生活介護

常に介護を必要とする方に、施設での入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの

機会を提供するサービスで３年間の平均利用人数は90人です。

今後も同程度の利用とアンケート結果での「利用を増やす予定」1.2％（約１人）の

増が見込まれるため、96人（市内32人、市外64人）の見込量とします。

◇自立訓練（生活訓練）

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のために必要

な訓練を行うサービスで３年間の平均利用人数は生活訓練1.7人、宿泊型1.3人です。

今後も同程度の利用が見込まれるため、それぞれ市外１人の見込量とします。

◇就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動

の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行うサービスで３年間の平均利用人

数はＡ型17.3人、Ｂ型61.7人です。

Ａ型は、今後も同程度の利用が見込まれるため、18人（市内17人、市外１人）、Ｂ型

は、今後も同程度の利用とアンケート結果での「利用を増やす予定」2.5％（約２人）

の増が見込まれるため、63人（市内38人、市外25人）の見込量とします。

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

生活介護
人日/月 - 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116

人分/日 91 96 96 96 96 96 96

実績：令和５年６月の利用人数 人日/月：利用人数×22 日/月

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

自立訓練（生活

訓練）

人日/月 - 22 22 22 22 22 22

人分/日 １ １ １ １ １ １ １

宿泊型自立訓練
人日/月 - 22 22 22 22 22 22

人分/日 １ １ １ １ １ １ １

実績：令和５年６月の利用人数 人日/月：利用人数×22 日/月

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

就労継続支援

（Ａ型）

人日/月 - 396 396 396 396 396 396

人分/日 18 18 18 18 18 18 18

就労継続支援

（Ｂ型）

人日/月 - 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386

人分/日 63 63 63 63 63 63 63

実績：令和５年６月の利用人数 人日/月：利用人数×22 日/月
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◇短期入所

在宅の障がい者等を介護する方が病気の場合などに、障がい者等が施設に短期間入

所し、入浴、排せつ、食事の介護などを受けるサービスで３年間の平均利用人数は福祉

型12人、医療型１人です。今後も同程度の利用が見込まれるため、福祉型は12人（市内

７人、市外５人）、医療型は市外１人の見込量とします。

１－３ 居住系サービス

◇共同生活援助（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサービスで３年

間の平均利用人数は61.7人です。

今後も同程度の利用とアンケート結果での「利用を増やす予定」1.8％（約１人）の

増が見込まれるため、62人（市内23人、市外39人）の見込量とします。

◇施設入所支援

施設に入所する障がい者に対し、入浴や排せつ、食事の介護などの支援を行うサービ

スで３年間の平均利用人数は54.3人です。今後も同程度の利用とアンケート結果での

「利用を増やす予定」2.7％（約１人）の増が見込まれますが、成果目標の達成をめざ

し８年度から10年度は56人（市内11人、市外45人）11年度は53人（市内８人、市外45）

の見込量とします。

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

短期入所（福祉

型）

人日/月 - 60 60 60 60 60 60

人分/日 11 12 12 12 12 12 12

短期入所（医療

型）

人日/月 - ５ ５ ５ ５ ５ ５

人分/日 １ １ １ １ １ １ １

実績：令和５年６月の利用人数 人日/月：利用人数×５日/月

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

共同生活援助 人分/日 61 62 62 62 62 62 62

実績：令和５年６月の利用人数

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

施設入所支援 人分/日 54 58 58 56 56 56 53

実績：令和５年６月の利用人数
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１－４ 相談支援

◇計画相談支援

サービス等利用計画案の作成や事業者等と連絡調整を行うほか、利用状況の確認を

行うサービスで３年間の平均利用人数は218.3人です。今後も同程度の利用とアンケー

ト結果での「利用を増やす予定」1.9％（約４人）の増が見込まれるため、市内222人の

見込量とします。

◇地域移行支援

住まいの確保や、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各福祉サービス

事業所への同行を行うサービスで３年間の平均利用人数は0.7人です。今後も同程度の

利用と成果目標の達成をめざし、８年度から10年度は２人、11年度は３人の見込量とし

ます。

◇地域定着支援

常に連絡体制を確保し、障がいの特性による緊急事態における相談や、サービス事業

所との連絡調整などを支援するサービスで３年間の平均利用人数は0.3人です。今後も

同程度の利用と成果目標の達成をめざし、８年度から10年度は２人、11年度は３人の見

込量とします。

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

計画相談支援 利用者数 218 222 222 222 222 222 222

実績：令和５年６月の利用人数

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

地域移行支援 利用者数 １ １ １ ２ ２ ２ ３

実績：令和５年６月の利用人数

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

地域定着支援 利用者数 ０ １ １ ２ ２ ２ ３

実績：令和５年６月の利用人数
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２ 地域生活支援事業の見込量

地域生活支援事業は、障がい者及び障がい児が基本的人権を享受する個人としての尊厳

にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村等が実施主体となり、

地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。

◇理解促進研修・啓発事業

理解促進研修・啓発事業は、障がい者等に対する理解を深めるために研修や啓発活動

を行う事業です。

市では、これまでも福祉関係者や行政機関向けの研修会等を開催しています。

今後も同様の研修会等を開催し障がい者等に対する理解を深めます。

◇相談支援事業

相談支援事業は、障がい者等の保護者等からの相談に応じるとともに必要な情報の

提供等を行う事業です。

市は、「社会福祉法人 しべつ福祉会（以下「しべつ福祉会」という。）」にこの事業

を委託し、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターとして、

総合的、専門的な相談支援の実施や地域の相談支援体制の強化の取り組み、障がい及び

障がい福祉に対する理解促進と啓発活動などを行っています。

今後も「しべつ福祉会」にこの事業を委託し、地域における相談支援の中核的な役割

を担います。

◇成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認めら

れる知的障がい者又は精神障がい者に対し、制度の利用に要する費用の全部又は一部

を補助する事業で令和４年度の利用人数は４人です。今後も同程度の利用を想定し４

人の見込量とします。

事業名 単位
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

相談支援事業 箇所 １ １ １ １ １ １

基幹相談支援センター 箇所 １ １ １ １ １ １

事業名 単位
た ん い ６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

成年後見制度利用支援事業 利用者数 ４ ４ ４ ４ ４ ４



- 27 -

◇成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における法人後見の体制整備及び

活動を支援するための研修等を行う事業です。

市と３町（剣淵町、和寒町、幌加内町）は、「社会福祉法人 士別市社会福祉協議会

（以下「士別市社協」という。」が設置する「士別地域成年後見センター（以下「セン

ター」という。）」にこの事業を委託し、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支

援しています。

センターは、成年後見制度に関する相談、申立て及び利用支援や制度に関する普及及

び啓発等のほか、制度の利用促進と円滑な制度運営ができる体制づくりを支援する中

核機関としての機能も担っています。

今後も「士別市社協」にこれらを委託し、判断能力が十分でない障がい者の権利を守

り生活を支援します。

◇意思疎通支援事業

意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能などの障がいや難病のため、意思疎通を図るこ

とに支障がある障がい者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、意思疎通を支援す

る手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行う事業で令和４年度のこの事業を担える手

話通訳登録者は５人です

市は、「手話言語条例（仮称）」を制定し、手話を一つの言語とする理念のもと、手話

の普及や使いやすい環境づくりに取り組みます。

◇手話奉仕員養成研修事業

手話奉仕員養成研修事業は、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を

養成研修する事業です。

本市も含め上川北部８市町村は、「上川北部聴覚障害者協会」にこの事業を委託し令

和４年度の本市の受講者は４人です。今後も同程度の受講を想定し４人の見込量とし

ます。

事業名 単位
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

意思疎通支援事業 利用者数 ２ ２ ２ ２ ２ ２

手話通訳登録者 人 ６ ６ ６ ７ ７ ７

事業名 単位
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

手話奉仕員養成研修事業 受講者数 ４ ４ ４ ４ ４ ４
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◇日常生活用具給付等事業

日常生活用具給付等事業は、障がい者等に対し、６種の日常生活用具を給付又は貸与

する事業です。３年間の実績を踏まえた見込量とします。

なお、居宅生活動作補助用具（住宅改修）は、緊急的な利用を想定し１件の見込量と

します。

◇移動支援事業

移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行

う事業です。相談や申請等の状況から約２人の増が見込まれるため、６人の見込量とし

ます。

◇地域活動支援センター機能強化事業

地域活動支援センター機能強化事業は、地域活動支援センターに障がい者等を通わ

せ創作的活動等の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業です。

市と和寒町は、「しべつ福祉会」にこの事業を委託しています。

今後も「しべつ福祉会」にこの事業を委託し、障がい者等の地域生活支援の促進を図

ります。

用具 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

介護･訓練支援用具 件数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

自立生活支援用具 件数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３

在宅療養等支援用具 件数 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

情報･意思疎通支援用具 件数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

排泄管理支援用具 件数 883 915 915 915 915 915 915

居宅生活動作補助用具

（住宅改修） 件数 ０ １ １ １ １ １ １

排泄管理支援用具：実績×3.6％（令和３年度から４年度の利用伸び率）

事業名 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

移動支援事業

利用者数 ４ ６ ６ ６ ６ ６ ６

時間/年 289 440 440 440 440 440 440

時間/年：５人×48 時間/年、１人×200 時間/年

事業名 単位
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

地域活動支援センター機

能強化事業

箇所 １ １ １ １ １ １

利用者数 126 126 126 126 126 126
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◇訪問入浴サービス

訪問入浴サービスは、対象者の自宅等に簡易浴槽を持ち込み、洗体、洗髪及び洗顔、

衣類の着脱介助、入浴及び清拭に関する介助等を行うサービスです。３年間の実績を踏

まえた見込量とします。

◇日中一時支援

日中一時支援は、日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び

障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保する事業です。３年間

の実績を踏まえた見込量とします。

３ 障がい児通所サービス等の見込量

◇児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など

の支援を行うサービスで３年間の平均利用人数は54.3人です。施設訪問や相談等の状

況から今後も同程度の利用が見込まれるため、55人の見込量とします。

事業名 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

訪問入浴サービス 利用者数 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

事業名 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

日中一時支援 利用者数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

児童発達支援

人日/月 - 110 110 110 110 110 110

利用者数 52 55 55 55 55 55 55

実績：令和５年６月の利用人数 人日/月：利用人数×２日/月
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◇放課後等デイサービス

学校の授業終了後や学校の休校日に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との

交流の促進などの支援を行うサービスで３年間の平均利用人数は36人です。新たな事

業所の開設や児童発達支援の状況から増加が見込まれます。

◇保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応の

ための専門的な支援などを行うサービスで３年間の平均利用人数は15.7人です。新た

な事業所の開設や児童発達支援、放課後等デイサービスの状況から増加が見込まれま

す。

◇障害児相談支援

障がい児の通所支援に関する計画案の作成や、事業者との連絡調整を行うサービス

で３年間の平均利用人数は88人です。児童発達支援、放課後等デイサービス等の状況か

ら増加が見込まれます。

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

放課後等デイサ

ービス

人日/月 - 378 388 393 393 393 393

利用者数 38 58 60 61 61 61 61

実績：令和５年６月の利用人数

人日/月

６年度：42 人×５日/月、21 人（内重複利用者５人）×８日/月

７年度：44 人×５日/月、21 人（内重複利用者５人）×８日/月

８年度以降：45 人×５日/月、21 人（内重複利用者５人）×８日/月

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

保育所等訪問支

援

人日/月 - 132 152 160 160 160 160

利用者数 28 33 38 40 40 40 40

実績：令和５年６月の利用人数 人日/月：利用人数×４日/月

サービス 単位 実績
６年度

（2024）

７年度

（2025）

８年度

（2026）

９年度

（2027）

10 年度

（2028）

11 年度

（2029）

計画相談支援 利用者数 91 121 123 124 124 124 124

実績：令和５年６月の利用人数

利用者数 ※他の事業所、他の障がい児通所サービスとの重複利用者を含まない

６年度：児童発達支援 55 人、放課後等デイサービス 58 人、保育所等訪問支援８人

７年度：児童発達支援 55 人、放課後等デイサービス 60 人、保育所等訪問支援８人

８年度以降：児童発達支援 55 人、放課後等デイサービス 61 人、保育所等訪問支援８人
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第６章 計画の推進管理

本計画の推進は、市と士別市自立支援協議会、障害福祉サービス事業者等の関係機関

や障がい者及びその支援者がそれぞれの役割を担いながら、互いの連携・協力のもと各

種施策に取り組むことが重要です。

計画の進行管理は、成果目標や障がい福祉サービスの見込量等の実績を把握するとと

もに、国や北海道等の動向を踏まえながら、計画の中間評価として分析、評価を行うなか

で、内容に大きな変更等が生じる場合は、必要に応じて計画を見直します。

◇士別市自立支援協議会

委員名 所属等

会長 小笠原 英之 社会福祉法人 しべつ福祉会

副会長 堀 裕敬 社会福祉法人 士別愛成会

委員 柳瀬 百合子 士別市身体障害者福祉協会

委員 岡村 順子 士別手をつなぐ育成会

委員 鈴木 博行 シュートモ会

委員 岩崎 恵美
支援を必要とする子どもたちの育ちを考え

る会“たんぽぽ”

委員

相談支援部会長
河合 かおり 相談支援センターほっと

委員

こども部会長
中 あかり 士別市児童相談支援センター虹

委員 田中 真紀子 社会福祉法人 士別市社会福祉協議会

委員 晨原 信人 士別市ボランティアセンター運営委員会

委員

就労支援部会長
金子 博之 士別地域障がい者職親会

委員 橋本 憲幸 ノースリーフ合同会社

委員 前川 弘美 士別市民生委員児童委員協議会
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◇士別市障がい福祉関連計画庁内検討委員会

◇計画の策定経過

総務部

〇総務課

市民部

〇くらし安全課 〇朝日支所地域生活課

経済部

〇農業振興課 〇商工労働観光課

建設環境部

〇都市環境課 〇建築課

教育委員会生涯学習部

〇学校教育課 〇社会教育課

〇合宿の里・スポーツ推進課

市立病院経営管理部

〇総務課

士別地方消防事務組合消防本部

〇総務課

健康福祉部

〇介護保険課 〇地域包括ケア推進課

〇こども・子育て応援課

〇保健福祉センター 〇福祉課

年月日 会議等 主な内容

令和５年８月９日 士別市障がい福祉関連計画庁内検討委員会 ・計画の統合について

・アンケート調査について

〃 ８月 23 日 士別市自立支援協議会

〃 ９月７日～

30 日
障がい福祉に関するアンケート調査

・配布数 800 人

・回答率 50.5％

〃 10 月 27 日 士別市障がい福祉関連計画庁内検討委員会 ・アンケート調査結果（速報値）の検証に

ついて

・障がい福祉関連計画（仮称）の基本的事

項、成果目標等について
〃 11 月７日 士別市自立支援協議会

〃 12 月 15 日 士別市議会会派代表者会議
・第１期しべつし障がい福祉プラン（仮

称）について

〃 12 月 22 日 士別市障がい福祉関連計画庁内検討委員会 ・第１期しべつし障がい福祉プラン（素

案）について

令和６年１月 10 日 士別市自立支援協議会

〃 １月 29 日 士別市保健医療福祉対策推進本部会議

〃 ２月６日 士別市議会文教厚生常任委員会

〃 ２月 15 日～

３月 15 日
パブリックコメント ・意見無し
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資料編

１ 障がい福祉に関するアンケート調査

計画の策定にあたり、市民の福祉サービスの利用実態や福祉に関する意識、意向などを

把握するため、障がい福祉に関するアンケート調査（以下「アンケート」という。）を実施

しました。

１－１ 調査の対象

アンケートは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの市民 800 人

を対象に実施し回答率は 50.5％です。

１－２ 調査期間等

１－３ 集計方法等

◇ｎは、質問に対する無回答を含む集計対象総数で割合算出の基準です。

◇割合は、ｎに対する各回答数の百分率（％）で小数点以下第２位を四捨五入し小数点第

１位までを表記しています。

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者福祉手帳 配布数

600 80 120 800

配布数 回答数 回答率

800 404 50.5％

調査期間 令和５年９月７日～９月 30 日

調査方法 郵送による配布・回収（無記名回答）
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２ アンケートの調査結果

問１ お答えいただくのは、どなたですか。ｎ＝383

２－１ 年齢・ご家族などについて

問２ 年齢をお答えください。ｎ＝402

問３ お住まいの地区はどこですか。ｎ＝400

問４ 日常生活で次の項目の支援（介助）が必要ですか。

本人 本人の家族 家族以外の介助者

79.9％ 18.5％ 1.6％

９歳以下 10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳以上

0％ 3.0％ 3.2％ 4.5％ 5.5％ 14.4％ 17.2％ 28.9％ 23.4％

中央地区 上士別地区 多寄地区 温根別地区 朝日地区

85.5％ 3.0％ 3.8％ 0.5％ 7.3％

84.9%

90.9%

80.5%

83.9%

82.7%

91.0%

82.9%

73.3%

11.5%

5.1%

11.6%

12.7%

14.2%

5.4%

12.8%

14.5%

3.6%

4.0%

7.9%

3.4%

3.1%

3.7%

4.3%

12.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

食事

トイレ

入浴

衣服の着脱

身だしなみ

家の中の移動

家族以外の人との意思疎通

お金の管理

支援は不要 一部の支援が必要 全部の支援が必要
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問５ 支援してくれる方は主に誰ですか。 ※問４で「一部の支援が必要」または「全部

の支援が必要」と答えた方

問６ 支援してくれる家族で、特に中心となる方の年齢、健康状態をお答えください。 ※

問５で「父母・祖父母・兄弟姉妹」、「配偶者」、「子・孫」と答えた方

①年齢（令和５年８月１日現在）ｎ＝91

②健康状態ｎ＝109

２－２ 障がいの状況について

問７ 身体障害者手帳をお持ちですか。ｎ＝384

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳代

1.1％ 4.4％ 7.7％ 24.2％ 23.1％ 20.9％ 18.7％

よい ふつう よくない

31.2％ 50.5％ 18.3％

40.9%

39.1%

20.0%

39.1%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

父母・祖父母・兄弟姉妹

配偶者（夫または妻）

子・孫

ホームヘルパーや施設の職員

その他の人

21.1% 14.8% 11.7% 21.9% 9.1%

4.4% 16.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 持ってない
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問８ 身体障害者手帳をお持ちの方は、該当する障がいをお答えください。

問９ 療育手帳をお持ちですか。ｎ＝346

問10 精神障害者保健福祉手帳をお持ちですか。ｎ＝349

問11 重症心身障がいに該当しますか。ｎ＝351

問12 難病（指定難病）の診断を受けていますか。ｎ＝351

問13 発達障がいとして診断されたことがありますか。ｎ＝352

問14 強度行動障がいがあると言われたことがありますか。ｎ＝360

Ａ判定 Ｂ判定 持ってない

7.2％ 10.4％ 82.4％

１級 ２級 ３級 持ってない

2.3％ 6.6％ 5.2％ 82.4％

該当する 該当しない

6.6％ 93.4％

受けている 受けていない

8.5％ 91.5％

ある ない

4.4％ 95.6％

ある ない

2.5％ 97.5％

4.6%

7.3%

0.8%

3.3%

14.9%

39.6%

6.2%

23.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

視覚障がい

聴覚障がい

盲ろう

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由（上肢）

肢体不自由（下肢）

肢体不自由（体幹）

内部障がい
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問15 高次脳機能障がいと診断されたことがありますか。ｎ＝360

問16 問15の関連障がいを答えてください。

問17 現在、医療的ケアを受けていますか。ｎ＝347

問18 問17で受けている医療的ケアをお答えください。

ある ない

4.4％ 95.6％

受けている 受けていない

28.8％ 71.2％

5.9%

14.7%

14.7%

23.5%

23.5%

8.8%

8.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

視覚障がい

聴覚障がい

音声・言語・そしゃく機能障がい

肢体不自由（上肢）

肢体不自由（下肢）

肢体不自由（体幹）

内部障がい

1.9%

0.9%

3.7%

0.9%

2.8%

2.8%

0.9%

14.0%

5.6%

14.0%

35.5%

16.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

気管切開

人工呼吸器

吸入

吸引

胃ろう・腸ろう

鼻腔経管栄養

中心静脈栄養

透析

カテーテル留置

ストマ

服薬管理

その他
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２－３ 住まいや暮らしについて

問19 現在どのように暮らしていますか。ｎ＝395

問19-１ どこで暮らしていますか。ｎ＝389

問20 今後３年以内にどのように暮らしたいと思いますか。ｎ＝378

問20-１ どこで暮らしたいと思いますか。ｎ＝374

一般の住宅 グループホーム 障がい者支援施設 高齢者施設 病院（入院中） その他

91.5％ 3.3％ 2.6％ 1.3％ 1.3％ 1.0％

一般の住宅 グループホーム 障がい者支援施設 高齢者施設 病院（入院中） その他

89.0％ 4.8％ 2.1％ 3.2％ 0.8％ 0.5％

17.7% 58.2% 13.5% 8.7%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一人で暮らしたい

配偶者またはパートナー、子どもと暮らしたい

父母・祖父母・兄弟姉妹と暮らしたい

福祉施設やグループホームで暮らしたい

その他

16.7% 58.2% 16.7% 7.1%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

一人で暮らしている

配偶者またはパートナー、子どもと暮らしている

父母・祖父母・兄弟姉妹と暮らしている

福祉施設やグループホームで暮らしている

その他
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問21 地域で生活するためには、どのような支援があれば良いと思いますか。

２－４ 日中の活動や就労について

問22 １週間にどの程度外出しますか。ｎ＝393

問23 外出の主な同伴者は誰ですか。ｎ＝367

18.0%

10.6%

19.3%

4.9%

21.9%

13.2%

8.5%

2.0%

1.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

在宅で医療的ケアなどが適切に受けられること

障がい者に適した住居の確保

必要な在宅サービスが適切に利用できること

生活訓練等の充実

経済的な負担の軽減

相談対応等の充実

地域住民等の理解

手話通訳や要約筆記などの意思疎通の支援

その他

33.6% 49.4% 12.5%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

毎日外出する 数回外出する めったに外出しない まったく外出しない

8.7%

28.6%

5.7%

5.4%

0.8%

50.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

父母・祖父母・兄弟姉妹

配偶者（夫または妻）

子・孫

ホームヘルパーや施設の職員

その他の人

一人で外出する
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問24 どのような目的で外出することが多いですか。

問25 外出するときに困ることは何ですか。

問26 平日の日中はどのように過ごしていますか。ｎ＝369 ※２％以下の回答はその他に

計上しています。

13.2%

3.1%

23.9%

28.7%

9.2%

7.9%

3.7%

10.2%

0.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

通勤・通学・通所

訓練やリハビリに行く

病院受診

買い物に行く

友人・知人に会う

趣味やスポーツをする

グループ活動に参加する

散歩に行く

その他

25.2% 11.7% 8.4% 43.9%

4.6%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

会社勤めや、自営業、家業などで収入を得る仕事をしている

専業主婦（主夫）をしている

福祉施設、作業所等に通っている

自宅で過ごしている

入所している施設や病院で過ごしている

その他

15.0%

5.3%

9.1%

3.0%

3.3%

1.3%

7.9%

2.3%

3.8%

5.6%

1.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

公共交通機関がない、少ない、利用できない

列車やバスの乗り降り

道路や駅の階段や段差

切符の買い方や乗り換え方法がわかりにくい

外出先の建物の設備が不便

介助者が確保できない

外出にお金がかかる

周囲の目が気になる

発作など突然の身体の変化が心配

困ったときにどうすればよいのか心配

その他



- 41 -

問27 どのような雇用形態で働いていますか。ｎ＝81 ※問26で「会社勤めや、自営業、

家業などで収入を得る仕事をしている」と答えた方

問28 現在の仕事はどのような方法で見つけましたか。ｎ＝54 ※問26で「会社勤めや、

自営業、家業などで収入を得る仕事をしている」と答えた方

問29 今後、収入を得る仕事をしたいと思いますか。ｎ＝118 ※問26で「会社勤めや、自

営業、家業などで収入を得る仕事をしている」と答えた以外の方

29.6%

1.9%

7.4% 53.7%

7.4%

38.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ハローワークの紹介

学校の紹介

新聞や求人情報

知人などの紹介

相談支援センターなどの相談機関からの情報提供

その他

35.8%

4.9%

32.1% 25.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない

正職員で短時間勤務などの障がい者配慮がある

パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員

自営業、農林水産業など

その他

37.3% 53.4% 9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ その他
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問30 長期休暇や、放課後などはどこで過ごすことが多いですか。ｎ＝９ ※問26で「会

社勤めや、自営業、家業などで収入を得る仕事をしている」と答えた以外の18歳未満

の方

問31 収入を得る仕事に就くために、職業訓練などを受けたいと思いますか。ｎ＝190

問32 障がい者の就労支援は、どのようなことが必要だと思いますか。

自宅で過ごしている
児童館・学童保育を利用

している

日中一時支援を利用し

ている

放課後等デイサービス

を利用している その他

66.7％ 0％ 0％ 22.2％ 11.1％

10.5% 17.4% 72.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すでに職業訓練を受けている、受けたことがある

職業訓練を受けたい

職業訓練を受けたくない、受ける必要はない

13.0%

7.4%

12.8%

8.4%

13.9%

16.5%

6.8%

8.2%

4.3%

7.9%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

通勤手段の確保

勤務場所のバリアフリーなどの配慮

短時間勤務や勤務日数などの配慮

在宅勤務の拡充

職場の仕事内容における配慮

職場の上司や同僚に障がいの理解がある

職場の介助や援護等が受けられる

就労後のフォローなど障がい者と職場をつなぐ支援機関の整備

企業ニーズに合った就労訓練

仕事についての職場外での相談対応、支援

その他
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２－５ 障がい福祉サービス等の利用について

問33 障がい支援区分の認定を受けていますか。ｎ＝302

問34 次の障がい福祉サービスを利用していますか。また、今後の利用希望はありますか。

◇訪問による支援

◇入所者の支援

◇昼間の生活の支援

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 受けていない

1.1％ 4.4％ 7.7％ 24.2％ 23.1％ 20.9％ 18.7％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

居宅介護（ホームヘ

ルプ）

ｎ＝224 ｎ＝184

5.8％ 94.2％ 5.4％ 3.3％ 0％ 91.3％

重度訪問介護
ｎ＝210 ｎ＝175

0.5％ 99.5％ 2.3％ 0％ 0％ 97.7％

同行援護
ｎ＝211 ｎ＝176

0.5％ 99.5％ 2.8％ 0％ 0％ 97.2％

行動援護
ｎ＝212 ｎ＝177

0.5％ 99.5％ 3.4％ 0％ 0％ 96.6％

重度障害者等訪問支援
ｎ＝211 ｎ＝173

0.9％ 99.1％ 1.7％ 0％ 0％ 98.3％

サービスの種類
現在の利用 利用希望あり

利用希望

がない
利用している

利用していな

い

１年以内を希

望

３年以内を希

望
将来的に希望

施設入所支援
ｎ＝215 ｎ＝188

5.6％ 94.4％ 2.7％ 1.6％ 16.5％ 79.3％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

短期入所
ｎ＝211 ｎ＝166

2.4％ 97.6％ 2.4％ 1.2％ 0％ 96.4％
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◇自立した生活のための支援

◇自立した生活のための訓練や就労の支援

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

療養介護
ｎ＝209 ｎ＝167

1.0％ 99.0％ 1.2％ 0.6％ 0％ 98.2％

生活介護
ｎ＝212 ｎ＝168

6.1％ 93.9％ 1.2％ 3.6％ 0％ 95.2％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

自立生活援助
ｎ＝206 ｎ＝168

5.3％ 94.7％ 6.5％ 2.4％ 0％ 91.1％

サービスの種類
現在の利用 利用希望あり

利用希望

がない
利用している

利用していな

い

１年以内を希

望

３年以内を希

望
将来的に希望

共同生活援助（グル

ープホーム）

ｎ＝201 ｎ＝169

5.5％ 94.5％ 1.8％ 0.6％ 12.4％ 85.2％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

自立訓練（機能訓練、

生活訓練）

ｎ＝203 ｎ＝157

3.0％ 97.0％ 1.3％ 0.6％ 0％ 98.1％

就労移行支援
ｎ＝200 ｎ＝156

1.5％ 98.5％ 1.3％ 0％ 0.6％ 98.1％

就労継続支援（Ａ型、

Ｂ型)

ｎ＝204 ｎ＝158

9.8％ 90.2％ 2.5％ 5.1％ 0％ 92.4％

就労定着支援
ｎ＝199 ｎ＝155

1.0％ 99.0％ 0％ 0％ 0％ 100％
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◇相談支援

◇障がい児が外部の施設に通う支援

◇障がい児への訪問による支援

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

計画相談支援
ｎ＝204 ｎ＝154

12.7％ 87.3％ 1.9％ 7.1％ 0.6％ 90.3％

地域移行支援
ｎ＝200 ｎ＝155

2.5％ 97.5％ 1.9％ 1.3％ 0.6％ 96.8％

地域定着支援
ｎ＝198 ｎ＝155

1.5％ 98.5％ 1.9％ 0.6％ 0％ 97.4％

障害児相談支援
ｎ＝11 ｎ＝10

45.5％ 54.5％ 0％ 40.0％ 10.0％ 50.0％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

児童発達支援
ｎ＝11 ｎ＝８

0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％

医療型児童発達支援
ｎ＝11 ｎ＝８

0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％

放課後等デイサービ

ス

ｎ＝11 ｎ＝８

45.5％ 54.5％ 0％ 55.6％ 0％ 44.4％

サービスの種類
現在の利用 今後３年以内の利用

利用している
利用していな

い

利用を増やす

予定

同じくらい利

用する予定

利用を減らす

予定

利用希望がな

い

居宅訪問型児童発達

支援

ｎ＝11 ｎ＝８

0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％

保育所等訪問支援
ｎ＝11 ｎ＝７

0％ 100％ 0％ 0％ 0％ 100％
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◇入所している障がい児への支援

問35 障がい福祉サービスについて不満に思うことがありますか。

問36 今の地域で生活する上で、サービスは足りてると思いますか。ｎ＝296

問37 足りないと思うものをお答えください。※問36で「足りないと思う」と答えた方

サービスの種類
現在の利用 利用希望あり

利用希望

がない
利用している

利用していな

い

１年以内を希

望

３年以内を希

望
将来的に希望

福祉型児童入所施設
ｎ＝11 ｎ＝８

0％ 100％ 12.5％ 12.5％ 0％ 75.0％

医療型児童入所施設
ｎ＝11 ｎ＝８

0％ 100％ 12.5％ 12.5％ 0％ 75.0％

足りていると思う 足りないと思う わからない

19.6％ 17.6％ 62.8％

14.1%

16.2%

22.2%

14.1%

4.0%

15.2%

12.1%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

事業所がない

自分に合う事業所を選べない

通いやすい場所に事業所がない

希望する曜日や時間に利用できない

サービスの質が悪い

現在の区分認定では使えるサービスがない

支給決定されたサービス量では足りない

その他

13.9%

29.6%

12.0%

16.7%

27.8%

7.4%

2.8%

4.6%

15.7%

8.3%

11.1%

6.5%

49.1%

29.6%

16.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

サービス内容が障がい特性にあっていない

身近なところでサービスが利用できない

利用したい日・時間に利用できない

利用回数・時間などに制限がある

経済的な負担が大きい

急な変更に応じてもらえない

サービス提供者の対応が良くない

サービス提供者がよく変わる

サービス提供者の知識や経験が不足している

本人や家族の意向を尊重してもらえない

プライバシーなどの配慮に欠けている

他の利用者との相性を配慮してもらえない

サービス内容に関する情報が少ない

相談や手続きに時間がかかり面倒くさい

障がい程度区分の認定に疑問がある
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問38 あなたらしく生活するために問34の制度やサービス以外に必要な支援はありますか。

２－６ 相談相手について

問39 普段、悩みや困ったことを誰に相談しますか。

12.7%

24.3%

11.3%

12.7%

22.7%

13.3%

3.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

話し相手や地域の人からの声かけ、訪問

ちょっとした不安や困りごとの相談ができる身近な相談

サービス

趣味やスポーツなどの集まり

食事の配達サービス

外出のときに自動車で送迎してくれるサービス

買い物などの外出に付き添ってくれるサービス

その他

41.9%

18.2%

4.3%

3.7%

5.8%

3.0%

0.6%

9.0%

4.7%

0.9%

0.9%

2.1%

4.6%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

家族や親せき

友人・知人

近所の人

職場の上司や同僚

施設の指導員など

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

障がい者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のソーシャルワーカーや介護保険の介護支援専門員

民生委員・児童委員

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

相談支援事業所などの民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

その他
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問40 障がいのことや福祉サービスなどに関する情報を、どこから知ることが多いですか。

２－７ 権利擁護について

問41 障がいがあることで差別や嫌な思いをする（した）ことがありますか。ｎ＝341

問42 どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか。※問41で「ある」、「少しある」と

答えた方

問43 成年後見制度を知っていますか。

ある 少しある ない

13.8％ 19.6％ 66.6％

名前も内容も知っている
名前は聞いたことがある

が、内容は知らない
名前も内容も知らない

26.9％ 41.1％ 32.0％

22.4%

18.4%

8.0%

17.1%

7.8%

0.9%

9.0%

5.8%

1.1%

0.7%

1.9%

6.5%

0.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

行政機関の広報誌

インターネット

家族や親せき、友人・知人

サービス事業所の人や施設職員

障がい者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のソーシャルワーカーや介護保険の介護支援専門員

民生委員・児童委員

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

相談支援事業所などの民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

その他

23.6%

16.3%

25.3%

16.3%

14.6%

3.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

学校・職場

仕事を探すとき

外出先

病院などの医療機関

住んでる地域

その他
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２－８ 災害時の避難等について

問44 火事や地震、水害などのとき、一人で避難できますか。ｎ＝380

問45 家族が不在のときや一人暮らしの場合、近所で助けてくれる人はいますか。ｎ＝367

問46 火事や地震等の災害時に困ることは何ですか。

できる できない わからない

46.1％ 30.0％ 23.9％

いる いない わからない

30.0％ 31.3％ 38.7％

21.6%

4.7%

5.5%

6.4%

20.6%

11.5%

7.0%

22.1%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

投薬や治療が受けられない

補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

救助を求めることができない

安全なところまで、速やかに避難することができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

周囲とのコミュニケーションがとれない

避難場所の設備や生活環境が不安

その他
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２ 市内の障がい福祉事業所

事業所名 住所 電話 サービス種類

社会福祉法人 しべつ福祉会

つくも園 095-0044 市内東山町 3440 番地 26 22-3727
生活介護・短期入所・

施設入所支援

ワークセンターき

ずな
095-0019 市内大通東５丁目 303 番地２ 22-3171

生活介護・就労継続支援

（Ｂ型）・日中一時支援

相談支援センター

ほっと
095-0011 市内東１条１丁目 1602 番地 97 22-4860

計画相談支援・障害児

相談支援・地域移行支

援・地域定着支援

体験ハウス西棟 095-0029 市内大通西３丁目 715 番９ 22-2120 共同生活援助

体験ハウスこぶし 095-0005 市内東５条北１丁目 22-0265 〃

体験ハウスゆかり 095-0005 市内東５条北１丁目 23-0605 〃

体験ハウス絆 095-0019 市内大通東１丁目 1602 番地９ 22-4747 〃

体験ハウスまどか 095-0029 市内大通西２丁目 716 番地３ 22-4445 〃

体験ハウスひまわり 095-0014 市内東４条 11 丁目 1611 番地 35 23-5188 〃

体験ハウスゆう 095-0011 市内東１条１丁目 1602 番地 35 22-4775 短期入所・共同生活援助

社会福祉法人 士別愛成会

るんべる 095-0014 市内東４条 11 丁目 1610 番地 129 23-0005
生活介護・就労継続支

援（Ｂ型）

相談支援事業所

るんべる
〃 〃 計画相談支援

るんべるのいえ 095-0015 市内東５条７丁目 20 番地 19 22-0002 共同生活援助

就労支援Ａ型事業所

ノースリーフ
095-0029 市内大通西８丁目 2941 番地 26-7886 就労継続支援（Ａ型）

士別市社協 ヘルパ

ーステーション
095-0015 市内東５条３丁目１番地１ 29-6789 居宅介護

訪問介護事業所 は

なことば

095-0011 市内東１条10丁目７番地 エステ

ート 110 101 号室
26-7625 〃

かどの福笑来 095-0024 市内西４条８丁目 327 番地 30 26-7447 生活介護

士別コスモス苑 095-0019 市内東９条２丁目２番地 22-2280 短期入所

放課後等デイサービ

ス もあ
095-0012 市内東２条 14 丁目 3144 番地 26-7823 放課後等デイサービス

公立施設

児童相談支援セン

ター 虹
095-0004 市内東４条北５丁目 20 番地 26-7851 障害児相談支援

放課後等デイサービ

スセンター 青空
〃 26-7911

放課後等デイサービ

ス・保育所等訪問支援

こども通園センタ

ー のぞみ園
095-0005 市内東５条北５丁目 24 番地１ 23-0727

児童発達支援・保育所等

訪問支援
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